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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】消毒装置の不具合が生じる可能性を低減する消
毒装置を提供する。
【解決手段】消毒装置５００は、内底面を有する被処理
水の流路であって、内底面の一部が、消毒剤を配置する
ための領域である消毒剤領域１１６を形成する、消毒流
路と、消毒流路の内底面に設けられた溝１１２Ｇであっ
て、一部が消毒剤領域内に設けられた溝と、溝に向かっ
て被処理水を導入する導入部と、溝から溢れて消毒流路
を流れる被処理水を消毒流路から流出させる流出部と、
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排水処理装置用の消毒装置であって、
　内底面を有する被処理水の流路であって、前記内底面の一部が、消毒剤を配置するため
の領域である消毒剤領域を形成する、消毒流路と、
　前記消毒流路の前記内底面に設けられた溝であって、一部が前記消毒剤領域内に設けら
れた溝と、
　前記溝に向かって被処理水を導入する導入部と、
　前記溝から溢れて前記消毒流路を流れる被処理水を前記消毒流路から流出させる流出部
と、
　を備える、消毒装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の消毒装置であって、さらに、
　前記消毒流路における前記溝と前記流出部との間に設けられた堰と、
　前記堰の前記溝側から、前記堰を通り抜けて延びて、前記流出部に至る流路である移送
路と、
　を含む、消毒装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の消毒装置であって、
　前記流出部は、
　　鉛直方向に延びる流出管と、
　　前記流出管の上端の開口であって、前記消毒流路を流れる被処理水を受け入れる開口
である流出開口と、
　を有する、消毒装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の消毒装置であって、
　前記消毒流路は、
　　前記堰の上流側に配置された板である第１底板と、
　　前記堰の下流側であって前記第１底板よりも高い位置に配置された板である第２底板
と、
　　前記第１底板と前記第２底板とを接続することによって前記堰を形成する板である堰
板と、
　を有し、
　前記第１底板は、前記消毒流路の前記内底面のうちの、前記消毒剤領域内に設けられた
部分を含む一部分を形成し、
　前記溝は、板状の部材を用いて形成され、
　前記第２底板には、前記流出管が固定され、
　前記第２底板は、前記流出開口の一部である水平開口部を有し、
　前記流出管は、前記流出管の側面のうちの前記堰側に設けられた開口部である側面開口
部を有し、
　前記移送路は、板状の部材を用いて形成されるとともに、前記第１底板によって形成さ
れる内底面である第１内底面から、前記堰板を通り抜けて延びて、前記流出管の前記側面
開口部に接続され、
　前記流出開口は、前記第２底板に形成された前記水平開口部と、前記流出管に形成され
た前記側面開口部とを、含む、
　消毒装置。
【請求項５】
　排水処理装置であって、
　排水を処理する排水処理部と、
　前記排水処理部から流出した被処理水を消毒するための消毒部と、
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　を備え、
　前記消毒部は、
　　内底面を有する被処理水の流路であって、前記内底面の一部が、消毒剤を配置するた
めの領域である消毒剤領域を形成する、消毒流路と、
　　前記消毒流路の前記内底面に設けられた溝であって、一部が前記消毒剤領域内に設け
られた溝と、
　　前記溝に向かって被処理水を導入する導入部と、
　　前記溝から溢れて前記消毒流路を流れる被処理水を前記消毒流路から流出させる流出
部と、
　を備える、
　排水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排水処理装置および消毒装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、排水処理装置には、被処理水を消毒する消毒槽が設けられている。消毒槽は
、被処理水を消毒剤に接触させることによって、被処理水の消毒を行う。消毒槽には、消
毒剤を収容する容器（「薬筒」とも呼ばれる）を、被処理水の流れる流路に載せ置く消毒
装置（「薬筒受け」とも呼ばれる）が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－４３８９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　消毒装置を流れる被処理水の水量（単位時間当たりの水量）は、排水処理装置の使用状
況に応じて、大きく変化し得る。消毒装置には、水量の多い少ないによらずに消毒を適切
に行うことが要求される。ところが、種々に変化し得る水量に適応する消毒装置において
、不具合が生じる可能性があった。例えば、水量が少ない場合にも消毒を適切に行うため
に、消毒剤が溶けやすい構成が採用され得る。この場合、消毒剤が過剰に溶けてしまい、
消毒剤の消費が速く進んでしまう可能性があった。
【０００５】
　本発明の主な利点は、消毒装置の不具合が生じる可能性を低減できる技術を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００７】
［適用例１］
　排水処理装置用の消毒装置であって、
　内底面を有する被処理水の流路であって、前記内底面の一部が、消毒剤を配置するため
の領域である消毒剤領域を形成する、消毒流路と、
　前記消毒流路の前記内底面に設けられた溝であって、一部が前記消毒剤領域内に設けら
れた溝と、
　前記溝に向かって被処理水を導入する導入部と、
　前記溝から溢れて前記消毒流路を流れる被処理水を前記消毒流路から流出させる流出部
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と、
　を備える、消毒装置。
【０００８】
　この構成によれば、導入部から溝に向かって被処理水が導入される。溝が被処理水で満
たされた後に、溝から被処理水が溢れる。溝から溢れた被処理水は、消毒流路を流れ、流
出部から流出する。ここで、溝の一部は、消毒剤を配置するための消毒剤領域内に設けら
れている。従って、消毒装置に流入する被処理水の量（単位時間当たりの量）が少ない場
合であっても、溝に導入された被処理水が溝から溢れることによって、適切に、被処理水
を消毒剤に接触させることができる。また、消毒装置への被処理水の流入が無い状態にお
いては、溝から溢れて消毒流路を流れる被処理水（すなわち、消毒剤と接触する被処理水
）が流出部から流出するので、消毒装置への被処理水の流入が無い状態であるにも拘わら
ずに被処理水が消毒剤と接触し続ける可能性（すなわち、消毒剤が溶け続ける可能性）を
低減できる。
【０００９】
［適用例２］
　適用例１に記載の消毒装置であって、さらに、
　前記消毒流路における前記溝と前記流出部との間に設けられた堰と、
　前記堰の前記溝側から、前記堰を通り抜けて延びて、前記流出部に至る流路である移送
路と、
　を含む、消毒装置。
【００１０】
　この構成によれば、溝から溢れた被処理水が流出部に流れる際の、堰（移送路）を通り
抜ける被処理水の流量（単位時間当たりの量）が、堰によって制限される。従って、消毒
装置に流入する被処理水の量が増えた場合に、堰の上流側（溝側）の水位が上昇する。こ
の結果、水面下に沈む消毒剤の量が増大するので、流入水量が増えた場合に、被処理水に
溶ける消毒剤の量が不足する可能性を低減できる。
【００１１】
［適用例３］
　適用例１または適用例２に記載の消毒装置であって、
　前記流出部は、
　　鉛直方向に延びる流出管と、
　　前記流出管の上端の開口であって、前記消毒流路を流れる被処理水を受け入れる開口
である流出開口と、
　を有する、消毒装置。
【００１２】
　この構成によれば、流出開口から流出管内を被処理水が鉛直下方向に流れることによっ
て、消毒装置から被処理水が流出する。従って、水平に延びる流出管の一端が流出開口を
形成する場合と比べて、流出開口における水位が低くても、被処理水が流出管の全体を流
れることができる（満管とも呼ばれる）。この結果、流出管を水平に延ばす場合と比べて
、流出管の径が小さくても、多量の水を排出することができる。すなわち、消毒装置の小
型化が可能である。
【００１３】
［適用例４］
　適用例３に記載の消毒装置であって、
　前記消毒流路は、
　　前記堰の上流側に配置された板である第１底板と、
　　前記堰の下流側であって前記第１底板よりも高い位置に配置された板である第２底板
と、
　　前記第１底板と前記第２底板とを接続することによって前記堰を形成する板である堰
板と、
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　を有し、
　前記第１底板は、前記消毒流路の前記内底面のうちの、前記消毒剤領域内に設けられた
部分を含む一部分を形成し、
　前記溝は、板状の部材を用いて形成され、
　前記第２底板には、前記流出管が固定され、
　前記第２底板は、前記流出開口の一部である水平開口部を有し、
　前記流出管は、前記流出管の側面のうちの前記堰側に設けられた開口部である側面開口
部を有し、
　前記移送路は、板状の部材を用いて形成されるとともに、前記第１底板によって形成さ
れる内底面である第１内底面から、前記堰板を通り抜けて延びて、前記流出管の前記側面
開口部に接続され、
　前記流出開口は、前記第２底板に形成された前記水平開口部と、前記流出管に形成され
た前記側面開口部とを、含む、
　消毒装置。
【００１４】
　この構成によれば、第１底板と第２底板とを接続する板（堰板）によって堰が形成され
るので、凸状の部材を用いずに堰を形成することができる。さらに、溝と移送路とが板状
の部材を用いて形成され、第２底板には流出管が固定される。これらの結果、板を接続し
た簡単な構成によって、消毒装置を構成することができる。
【００１５】
［適用例５］
　排水処理装置であって、
　排水を処理する排水処理部と、
　前記排水処理部から流出した被処理水を消毒するための消毒部と、
　を備え、
　前記消毒部は、
　　内底面を有する被処理水の流路であって、前記内底面の一部が、消毒剤を配置するた
めの領域である消毒剤領域を形成する、消毒流路と、
　　前記消毒流路の前記内底面に設けられた溝であって、一部が前記消毒剤領域内に設け
られた溝と、
　　前記溝に向かって被処理水を導入する導入部と、
　　前記溝から溢れて前記消毒流路を流れる被処理水を前記消毒流路から流出させる流出
部と、
　を備える、
　排水処理装置。
【００１６】
　なお、本発明は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば、消毒装置、消毒装
置を備える消毒槽、消毒装置を備える排水処理装置、消毒装置を利用した被処理水の消毒
方法、等の形態で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施例としての消毒装置５００を示す説明図である。
【図２】容器５１０の上面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図４】図２のＢ－Ｂ断面図である。
【図５】容器５１０の一部分を斜め上方から見た斜視図である。
【図６】容器５１０の一部分を斜め上方から見た斜視図である。
【図７】容器５１０の一部分を斜め下方から見た斜視図である。
【図８】消毒装置５００における被処理水の流れを示す説明図である。
【図９】比較例の消毒装置を示す概略上面図である。
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【図１０】別の比較例の消毒装置を示す概略断面図である。
【図１１】消毒装置５００における被処理水の流れを示す説明図である。
【図１２】消毒装置５００における被処理水の流れを示す説明図である。
【図１３】比較例の消毒装置を示す概略断面図である。
【図１４】消毒装置５００を有する排水処理装置の実施例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、この発明の実施の形態を実施例と変形例とに基づいて説明する。
【００１９】
Ａ．実施例：
　図１は、本発明の一実施例としての消毒装置５００（「薬筒受け５００」とも呼ぶ）を
示す説明図である。消毒装置５００は、容器５１０と、容器５１０の上部の載せられる蓋
（後述）と、を有している。図１は、一点透視図法で表現された容器５１０を示しており
、容器５１０を鉛直方向の上方から下方に向かって見た図を示している。図２は、容器５
１０の上面図を示し、図３は、図２のＡ－Ａ断面図（後述する溝１１２Ｇを通りＸ方向お
よびＺ方向と平行な断面）を示し、図４は、図２のＢ－Ｂ断面図（後述する溝１１２Ｇを
横切りＹ方向およびＺ方向と平行な断面）を示している。図３と図４とには、容器５１０
の上部に載せられた蓋５２０が、示されている。
【００２０】
　図１、図２に示すように、消毒装置５００は、底板１００と、底板１００の周囲の全周
に設けられた側板２００と、を有する箱形状の装置である。底板１００は、上方から見て
矩形状を有する。側板２００は、上方から見て矩形を形成するように配置された４枚の側
板２１０、２２０、２３０、２４０を有している。これらの側板２１０～２４０は、いず
れも、鉛直方向と平行な板である。第１側板２１０は第４側板２４０と平行であり、第２
側板２２０は第３側板２３０と平行である。第１側板２１０には、被処理水が流入する開
口（「導入開口３１０」とも呼ぶ）を形成するソケット３００が固定されている。ソケッ
ト３００は円筒状の部材であり、第１側板２１０を貫通して水平方向に延びる。
【００２１】
　図（例えば、図２）中のＺ方向は、鉛直上方向を示し、Ｘ方向は、第１側板２１０から
第４側板２４０に向かう水平方向を示し、Ｙ方向は、第３側板２３０から第２側板２２０
に向かう水平方向を示している。第１側板２１０と第４側板２４０とは、Ｙ方向と平行で
あり、第２側板２２０と第３側板２３０とは、Ｘ方向と平行である。以下、Ｘ方向のこと
を「＋Ｘ方向」とも呼び、Ｘ方向の逆方向を「－Ｘ方向」とも呼ぶ。Ｙ方向、Ｚ方向につ
いても、同様である。
【００２２】
　図１～図３に示すように、底板１００は、第１底板１１０と、第２底板１２０と、第３
底板１３０と、堰板１４０と、を有している。第１底板１１０は、底板１００の－Ｘ方向
側の一部分を形成し、第２底板１２０は、底板１００の＋Ｘ方向側の一部分を形成する。
第１底板１１０と第２底板１２０とは、いずれも板状の部材であり、それぞれ容器５１０
の水平な内底面を形成する。堰板１４０は、Ｙ方向と平行で、略垂直な板状の部材である
。図３に示すように、第２底板１２０は、第１底板１１０よりも高い位置に配置されてい
る。
【００２３】
　図３に示すように、堰板１４０は、第１底板１１０の＋Ｘ方向側の端から上方に向かっ
て延びて、第２底板１２０の－Ｘ方向側の端に接続される。図１、図２に示すように、堰
板１４０（本実施例では、堰板１４０の中央部分）には、隙間１４０Ａが設けられている
。堰板１４０は、隙間１４０Ａによって、２つの部分１４０Ｌ、１４０Ｒに分割されてい
る。第１堰板１４０Ｌは、堰板１４０の＋Ｙ方向側の部分であり、第２堰板１４０Ｒは、
堰板１４０の－Ｙ方向側の部分である。
【００２４】
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　第３底板１３０は、第１底板１１０から、第１堰板１４０Ｌと第２堰板１４０Ｒとの間
を通り抜けて、＋Ｘ方向に向かって延びる板状の部材であり、容器５１０の水平な内底面
を形成する。
【００２５】
　堰板１４０は、第１底板１１０から第３底板１３０へ流れる被処理水の水量（単位時間
当たりの量）を制限する堰１４０Ｗを形成する。
【００２６】
　図２に示すように、第１底板１１０には、溝１１２Ｇが形成されている。溝１１２Ｇは
、第１側板２１０の近傍から、第１底板１１０の中央部分まで、＋Ｘ方向に向かって延び
るライン状の溝である。図３、図４に示すように、溝１１２Ｇは、第１底板１１０に設け
られた凹部１１２によって形成されている（凹部１１２は、鉛直下方向に向かって凹んだ
板状の部材を用いて形成されている）。図２、図３に示すように、上方から下方に向かっ
て見た場合に、導入開口３１０の最下位置３１０ｐが溝１１２Ｇと重なるように、溝１１
２Ｇが形成されている。
【００２７】
　図５は、容器５１０の一部分（ソケット３００と溝１１２Ｇとを含む部分）を斜め上方
から見た斜視図である。図中の矢印Ｆは、容器５１０に流入する被処理水の流れを示して
いる。ソケット３００は、＋Ｘ方向に向かって延びるように、配置されている。導入開口
３１０は、ソケット３００の＋Ｘ方向側の端である。従って、導入開口３１０から消毒装
置５００に流入する被処理水は、導入開口３１０から、＋Ｘ方向に向かって移動しつつ、
底板１００（具体的には、第１底板１１０）に向かって落下する。また、上述したように
、溝１１２Ｇは、導入開口３１０の下方から＋Ｘ方向に向かって延びている。これらの結
果、導入開口３１０から流入した被処理水は、溝１１２Ｇに向かって落下する。
【００２８】
　図３、図４に示すように、第１底板１１０には、消毒剤６２０を収容する消毒剤容器６
００（以下「薬筒６００」とも呼ぶ」）が載せ置かれる。図１、図２に示す領域１１６は
、薬筒６００が配置される領域を示している（以下「消毒剤領域１１６」と呼ぶ）。薬筒
６００は、第１底板１１０の消毒剤領域１１６内の部分によって支持される（以下、「支
持領域１１６Ａ」とも呼ぶ。図２中では、支持領域１１６Ａにハッチングが付されている
）。消毒剤は、この消毒剤領域１１６内に配置され得る。図３に示すように、消毒装置５
００の上部には、蓋５２０が載せられる。蓋５２０には、薬筒６００を挿入するための開
口５２６が形成されている。蓋５２０の開口５２６に薬筒６００を挿入することによって
、第１底板１１０上の支持領域１１６Ａに薬筒６００が載る。溝１１２Ｇの＋Ｘ方向側の
端部は、消毒剤領域１１６内に、形成されている。
【００２９】
　図３に示すように、薬筒６００の下部には、複数の孔６１０が設けられている。第１底
板１１０上の消毒剤領域１１６（支持領域１１６Ａ）を被処理水が流れる場合には、被処
理水が、孔６１０を通じて薬筒６００の内部に流入し、薬筒６００の内部に収容された消
毒剤６２０と接触する。
【００３０】
　図６は、容器５１０の一部分（第２底板１２０を含む部分）を斜め上方から見た斜視図
である。図７は、容器５１０の一部分（第２底板１２０を含む部分）を斜め下方から見た
斜視図である。図示するように、第２底板１２０には、略円形状の開口４１０が設けられ
ている。この開口４１０に、流出管４００が固定されている。流出管４００は、第２底板
１２０（開口４１０）から鉛直下方向に向かって延びる円筒状のパイプである。
【００３１】
　図２、図３、図６に示すように、堰板１４０の隙間１４０Ａには、第１底板１１０上か
ら流出管４００へ被処理水を移送させる移送路１５０が形成されている。移送路１５０は
、第１底板１１０から堰１４０Ｗを通り抜けて流出管４００に至る流路である。この移送
路１５０を通じて、被処理水は、堰板１４０を乗り越えることなく、第１底板１１０から
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流出管４００へ流れ得る。
【００３２】
　移送路１５０は、第３底板１３０と堰板１４０Ｌ、１４０Ｒとによって形成されている
。第３底板１３０は、第１底板１１０から、堰板１４０を通り抜けて、＋Ｘ方向に向かっ
て延びて、流出管４００の側面に接続されている。図２、図６に示すように、第１堰板１
４０Ｌは、第２側板２２０から－Ｙ方向に向かって延び、隙間１４０Ａで＋Ｘ方向に曲が
り、流出管４００の側面に接続されている。第２堰板１４０Ｒは、第３側板２３０から＋
Ｙ方向に向かって延び、隙間１４０Ａで＋Ｘ方向に曲がり、流出管４００の側面に接続さ
れている。流出管４００の側面の堰１４０Ｗ側には、切り欠き４２０が形成されている。
この切り欠き４２０には、移送路１５０が接続されている。また、この切り欠き４２０は
、開口４１０と繋がっている。このように、切り欠き４２０と開口４１０との全体が、流
出管４００の開口を形成する（以下「流出開口４３０」とも呼ぶ）。なお、第２底板１２
０の、移送路１５０の上方を覆う部分は、切り欠かれている（「切り欠き１２０Ａ」とも
呼ぶ）。この切り欠き１２０Ａは、開口４１０と繋がっている。
【００３３】
　図８は、消毒装置５００における被処理水の流れを示す説明図である。図８は、消毒装
置５００に流入する被処理水の水量（単位時間当たりの水量）が少量である場合を示して
いる（後述するように、第１底板１１０における水位が上昇しない程度の量）。図８（Ａ
１）、８（Ｂ１）、８（Ｃ１）は、図３と同じ断面図の簡略図を示し、図８（Ａ２）、８
（Ｂ２）、８（Ｃ２）は、図２と同じ上面図の簡略図を示している。図中のハッチングで
示される領域は、被処理水が流れる領域を示している。
【００３４】
　消毒装置５００に被処理水が流入すると、被処理水は、溝１１２Ｇに流入する。図８（
Ａ１）、８（Ａ２）は、流入した被処理水が溝１１２Ｇに溜まった状態を示している。続
けて被処理水が流入すると、被処理水が溝１１２Ｇから溢れる。図８（Ｂ１）、８（Ｂ２
）は、被処理水が溝１１２Ｇから溢れた状態を示している。上述したように、溝１１２Ｇ
の上に薬筒６００が配置されている。従って、溢れた被処理水は、薬筒６００に流入して
、消毒剤６２０と接触する。このように、被処理水の流入量（単位時間当たりの流入量）
が少ない場合であっても、適切に、被処理水を消毒剤６２０に接触させることができる。
また、溢れた被処理水は、堰１４０Ｗを乗り越えることなく、移送路１５０を通って、流
出管４００に流入する。そして、被処理水は流出管４００から排出される。
【００３５】
　図８（Ｃ１）、８（Ｃ２）は、被処理水の流入が止まった後の状態を示している。被処
理水の流入が止まった場合も、第１底板１１０上の被処理水は、移送路１５０を通じて、
流出管４００から排出される。このように、第１底板１１０上の被処理水、すなわち、薬
筒６００（消毒剤６２０）と接触し得る被処理水は、流出管４００から排出される。従っ
て、被処理水が流入していないにも拘わらずに消毒剤６２０が被処理水と接触し続けるこ
とを抑制できる。この結果、消毒剤が過剰に消費される可能性を低減できる。
【００３６】
　本実施例の消毒装置５００は、排水処理装置で利用されることが想定されており、排水
処理装置に取り付けられる。ここで、消毒装置５００が、設計通りの配置から若干ずれて
、取り付けられる可能性がある（取り付け誤差）。例えば、第１底板１１０が若干傾いた
状態で、消毒装置５００が排水処理装置に取り付けられる可能性がある。図９は、比較例
の消毒装置を示す概略上面図である。図９は、図８（Ｂ２）と同様に、被処理水が流れる
様子を示している。この比較例の構成は、実施例の消毒装置５００から溝１１２Ｇを省略
して得られる構成と、同じである。図９には、消毒装置が、－Ｙ方向側が低くなるように
傾いて、排水処理装置に取り付けられた状態を示している。図示するように、被処理水は
、第１底板１１０上の、薬筒６００の－Ｙ方向側を流れて、流出管４００から排出される
。このように、溝１１２Ｇの無い消毒装置では、被処理水は、定常的に薬筒６００を迂回
して、流れ得る。また、底板（例えば、第１底板１１０）の製造誤差に起因して、内底面
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に緩やかな凹凸が形成され得る。例えば、第１底板１１０の中央部分が、第１底板１１０
の周縁部分よりも、上方に盛り上がる場合があり得る。このような場合には、消毒装置が
、設計通りの配置に取り付けられた場合であっても、図９に示すように、被処理水が、定
常的に薬筒６００を迂回して、流出管４００から流出し得る。
【００３７】
　一方、本実施例の消毒装置５００には、溝１１２Ｇが設けられている。従って、第１底
板１１０の上面（内底面）に凹凸が形成された場合や、消毒装置５００が、若干傾いた状
態で、排水処理装置に取り付けられた場合であっても、図８に示すように、導入開口３１
０から流入した被処理水は、溝１１２Ｇに導入される。そして、溝１１２Ｇから溢れた被
処理水は、消毒剤６２０と接触する。このように、本実施例では、被処理水が定常的に薬
筒６００（消毒剤６２０）を迂回して流出管４００から流出する可能性を、低減できる。
【００３８】
　なお、図９の比較例のように溝１１２Ｇの無い消毒装置においても、流入水量（単位時
間当たりの水量）が多い場合には、被処理水が容易に消毒剤容器６００（消毒剤）と接触
する。従って、溝１１２Ｇの無い消毒装置も、流入水量が適切であれば、適切な消毒機能
を発揮し得る。
【００３９】
　図１０は、別の比較例の消毒装置を示す概略断面図である。図１０は、図８（Ｃ１）と
同様に、被処理水の流入が停止した状態を示している。この比較例は、図９の比較例より
も、消毒剤が容易に被処理水に溶けるように、構成されている。この比較例の容器５１０
ｄは、四角柱状の容器であり、－Ｘ側の側壁に流入管３００ｄが設けられ、＋Ｘ側の側壁
に流出管４００ｄが設けられている。流入管３００ｄと流出管４００ｄとは、それぞれ、
水平方向に延びている。また、この容器５１０ｄでは、溝と堰とが省略されている。流出
管４００ｄは、流入管３００ｄよりも低い位置に配置されている。ただし、流出管４００
ｄの上流側の開口（流出開口４３０ｄ）の下端４３０ｐは、容器５１０ｄの内底面１００
ｄよりも高い位置に配置されている。この結果、容器５１０ｄ内には、流出開口４３０ｄ
の下端４３０ｐよりも低い位置に、被処理水が溜まる。また、この比較例では、容器５１
０ｄの内底面１００ｄに、薬筒６００が載せ置かれている。これらの結果、消毒剤６２０
が、容器５１０ｄに溜まった被処理水に溶けるので、流入水量（単位時間当たりの水量）
が少ない場合であっても、適切に、消毒を行うことができる。但し、長期間に亘って被処
理水の流入が停止した場合であっても、容器５１０ｄに溜まった被処理水に消毒剤６２０
が溶けるので、消毒剤６２０の消費速度が速くなる可能性がある。ただし、頻繁に被処理
水が流入する場合には、消毒剤６２０の消費速度を、適切な速度に保つことができる。
【００４０】
　一方、本実施例の消毒装置５００では、図３に示すように、流出開口４３０の下端（切
り欠き４２０の下端）が第１底板１１０の上面（内底面）と同じ高さである。この結果、
流出開口４３０は、第１底板１１０上に長期間に亘って被処理水を溜めずに、第１底板１
１０上から被処理水を排出することができる。この結果、本実施例の消毒装置５００は、
図１０の比較例と比べて、被処理水の流入量（単位時間当たりの量）や流入頻度に拘わら
ずに、消毒剤６２０の消費が過剰に速く進んでしまう可能性を低減できる。
【００４１】
　図１１は、消毒装置５００における被処理水の流れを示す説明図である。図１１は、消
毒装置５００に流入する被処理水の水量（単位時間当たりの水量）が、図８の例よりも多
い中量である場合を示している。図１１（Ａ１）、１１（Ｂ１）は、図３と同じ断面図の
簡略図を示し、図１１（Ａ２）、１１（Ｂ２）は、図２と同じ上面図の簡略図を示してい
る。図中のハッチングで示される領域は、被処理水が流れる領域を示している。
【００４２】
　消毒装置５００に被処理水が流入すると、図８（Ｂ１）、８（Ｂ２）と同様に、溝１１
２Ｇから被処理水が溢れる。溢れた被処理水は、移送路１５０を通って、流出管４００か
ら排出される。さらに、図１１の例では、図８の例と比べて、単位時間当たりの流入水量
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が多い。従って、図１１（Ｂ１）、１１（Ｂ２）に示すように、堰１４０Ｗよりも上流側
（第１底板１１０）の水位が上昇する。従って、水面下に沈む消毒剤６２０の量が増大す
る。この結果、被処理水に溶ける消毒剤の量が不足する可能性を低減できる。
【００４３】
　図１２は、消毒装置５００における被処理水の流れを示す説明図である。図１２は、消
毒装置５００に流入する被処理水の水量（単位時間当たりの水量）が、図１１の例よりも
多い多量である場合を示している。図１２（Ａ１）、１２（Ｂ１）は、図３と同じ断面図
の簡略図を示し、図１２（Ａ２）、１２（Ｂ２）は、図２と同じ上面図の簡略図を示して
いる。図中のハッチングで示される領域は、被処理水が流れる領域を示している。
【００４４】
　消毒装置５００に被処理水が流入すると、溝１１２Ｇから被処理水が溢れ、そして、図
１１（Ｂ１）、１１（Ｂ２）と同様に、堰１４０Ｗよりも上流側の水位が上昇する。さら
に、図１２の例では、図１１の例と比べて、単位時間当たりの流入水量が多い。従って、
図１２（Ｂ１）、１２（Ｂ２）に示すように、水位が堰１４０Ｗよりも高くなる。従って
、水面下に沈む消毒剤６２０の量が更に増大する。この結果、被処理水に溶ける消毒剤の
量が不足する可能性を低減できる。
【００４５】
　また、図１２（Ｂ１）、１２（Ｂ２）に示すように、流出管４００の流出開口４３０の
全体が水面下に沈む。従って、流出管４００の全体通じて、被処理水が排出される。仮に
流出管４００が水平に延びている場合には、流出管４００の上流側の開口が水面下に沈む
ほどに水位が高くならなければ、流出管４００の全体を通じて被処理水を排出することが
できない。このように、流出管４００が水平に延びている場合と比べて、流出管４００が
鉛直方向に延びる場合には、低い水位で、流出管４００の全体を通じて多量の被処理水を
排出することができる。この結果、流出管４００の内径を小さくすることができる。
【００４６】
　図１３は、比較例の消毒装置を示す概略断面図である。この比較例は、図１０に示す比
較例と同じである。図１３は、多量の被処理水が容器５１０ｄに流入した場合を示してい
る。上述したように、流出管４００ｄが水平方向に延びている。従って、流出管４００ｄ
の全体を通じて被処理水を排出するためには、水位が流出管４００ｄの流出開口４３０ｄ
よりも高くなる必要がある。図１３には、このように、水位が流出開口４３０ｄよりも上
まで上昇した状態を示している。また、図１３では、水位は、流入開口３１０ｄの下端３
１０ｄｐよりも上まで上昇している。この場合、消毒剤６２０の溶けた被処理水が、上流
側に逆流し得る。消毒装置の上流側には、微生物を用いた処理槽が配置され得る。従って
、消毒剤の逆流は、微生物による処理を損なう可能性がある。そこで、図１３に示す構成
を採用する場合には、逆流が生じないように、より高い位置に、流入管３００ｄ（流入開
口３１０ｄ）が配置される。この結果、消毒装置、ひいては、排水処理装置が大型化する
可能性がある。
【００４７】
　一方、本実施例の消毒装置５００では、上述したように、流出管４００が鉛直方向に延
びているので、図１３の比較例のように水位が過剰に高くなるよりも前に、流出管４００
の全体を通じて被処理水を排出することができる（図１２（Ｂ２））。この結果、消毒装
置、ひいては、排水処理装置の大型化を、抑制できる。
【００４８】
　以上のように、ソケット３００を通じて流入した被処理水は、容器５１０を流れて、流
出管４００から流出する。ソケット３００は、溝１１２Ｇに向かって被処理水を導入する
導入部に対応する。容器５１０は、被処理水が流れる消毒流路に対応する。流出管４００
とその上端の開口（流出開口４３０）とは、溝から溢れて容器５１０を流れる被処理水を
流出させる流出部に対応する。また、消毒剤領域１１６は、消毒剤６２０を配置するため
の領域に対応する。また、流出開口４３０の一部である切り欠き４２０は、流出管４００
の側面開口部に対応する。流出開口４３０の一部である開口４１０は、水平開口部に対応



(11) JP 2012-187512 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

する。
【００４９】
　また、本実施例では、第１底板１１０の支持領域１１６Ａが、薬筒６００を支持するこ
とによって、消毒剤領域１１６を形成する。なお、消毒剤６２０は、薬筒６００に収容さ
れずに、直接的に第１底板１１０上に載せ置かれてもよい。この場合も、第１底板１１０
の消毒剤６２０を支持する部分（例えば、支持領域１１６Ａ）が、消毒剤が配置され得る
領域（例えば、消毒剤領域１１６）を形成する。
【００５０】
　また、本実施例の容器５１０の全体は、板状の部材を用いて形成されている。特に、容
器５１０の底面は、上流側から下流側に向かって階段状に高くなるように構成されている
。この結果、凸状の部材を用いずに堰１４０Ｗを形成することができる。これらの結果、
容器５１０を容易に製造することができる。例えば、成形型を用いた成形によって容器５
１０を一体的に製造してもよい。この場合には、容器５１０の種々の要素（例えば、側板
２００と堰板１４０と流出管４００）に、成形型から抜くための傾斜を設けることが好ま
しい。また、第１底板１１０には、図５に示すように、凹部１１２が形成されている。こ
の凹部１１２は、補強リブとして機能する。この結果、凹部１１２が無い場合と比べて、
第１底板１１０の強度を増すことができる（換言すれば、第１底板１１０の厚さを薄くす
ることができる）。なお、容器５１０は、成形型を用いた成型に限らず、他の任意の方法
で製造されてよい。例えば、複数の部材をネジや接着剤を用いて組み合わせることによっ
て、容器５１０を製造してもよい。この場合には、容器５１０は、板状の部材に限らず、
より複雑な形状の部材を含んでもよい。
【００５１】
　図１４は、消毒装置５００を有する排水処理装置の実施例を示す概略図である。この排
水処理装置８００は、一般家庭等からの排水の浄化処理を行う装置である（このような装
置は「浄化槽」とも呼ばれる）。排水処理装置８００は、複数のステップを経て浄化処理
を行うために、複数の水処理槽を有している。図１４の実施例では、排水処理装置８００
は、上流（図１の左側）から順番に、夾雑物除去槽８１０、嫌気濾床槽８２０、好気処理
槽８３０、濾過槽８４０、消毒槽８５０を収容している。図中では、水処理槽８１０、８
２０、８３０、８４０は、機能ブロックで図示され、消毒槽８５０は、概略側面図で図示
されている。
【００５２】
　排水処理装置８００に流入した排水は、まず、夾雑物除去槽８１０に流入する。夾雑物
除去槽８１０は、排水中の夾雑物を分離する水処理槽である。夾雑物が分離（除去）され
たあとの水は、嫌気濾床槽８２０に移流する。嫌気濾床槽８２０は、嫌気性微生物による
嫌気処理を行う水処理槽である。嫌気濾床槽８２０で処理されたあとの水は、好気処理槽
８３０に移流する。好気処理槽８３０は、好気性微生物による好気処理を行う水処理槽で
ある。好気処理槽８３０で処理されたあとの水は、濾過槽８４０に移流する。濾過槽８４
０は、好気処理槽８３０から移流した固形物を、重力沈降および濾過によって、被処理水
から分離する水処理槽である。濾過槽８４０で処理されたあとの水は、消毒槽８５０に移
流する。消毒槽８５０には、濾過槽８４０からの被処理水を消毒する消毒装置５００と、
消毒装置５００によって消毒された水を一時的に貯留する貯留槽８５２と、貯留槽８５２
に貯留された水を汲み出すポンプ８５４と、が設けられている。
【００５３】
　水処理槽８１０、８２０、８３０、８４０の全体は、排水を処理する排水処理部（以下
、「排水処理部８０１」と呼ぶ）に対応する。消毒槽８５０は、排水処理部８０１から流
出した被処理水を消毒する消毒部に対応する。
【００５４】
　なお、排水処理装置８００の構成は、図１４に示す構成とは異なる他の種々の構成であ
ってよい。例えば、消毒槽８５０からポンプ８５４を省略してもよい。嫌気濾床槽は、第
１室と第２室との２つの槽に分かれていてもよい。好気処理槽８３０は、接触材を有する
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接触曝気槽であってよく、また、槽内を流動する担体を有する担体流動槽であってもよい
。
【００５５】
　また、排水処理部８０１の構成は、図１４に示す構成に限らず、排水を処理する任意の
構成であってよい。例えば、濾過槽８４０の代わりに沈殿分離槽を採用してもよい。また
、流量調整機能を有する排水処理部を採用してもよい。また、活性汚泥を用いて排水を処
理する排水処理部を採用してもよい。
【００５６】
Ｂ．変形例：
　なお、上記各実施例における構成要素の中の、独立クレームでクレームされた要素以外
の要素は、付加的な要素であり、適宜省略可能である。また、この発明は上記の実施例や
実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様におい
て実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能である。
【００５７】
変形例１：
　上記実施例において、容器５１０に被処理水を導入する導入部は、ソケット３００に限
らず、溝１１２Ｇに向かって被処理水を導入する任意の構成であってよい。例えば、下流
側の開口が溝１１２Ｇ内に配置された管を、導入部として採用してもよい。
【００５８】
変形例２：
　上記実施例において、容器５１０から被処理水を流出させる流出部は、流出管４００に
限らず、溝１１２Ｇから溢れて流路（容器５１０）を流れる被処理水を流路（容器５１０
）から流出させる任意の構成であってよい。例えば、流出管４００が水平方向に延びてい
ても良い。この場合には、流出管４００の開口の下端が、支持領域１１６Ａと同じ高さ、
あるいは、支持領域１１６Ａよりも低い位置に配置されていることが好ましい。また、流
出管４００が省略されて、流路（例えば、容器５１０）に、被処理水が流出する開口（例
えば、流出開口４３０）のみが形成されていてもよい。この場合には、流出開口４３０が
、流出部に対応する。
【００５９】
変形例３：
　上記実施例において、消毒剤領域１１６に対する溝１１２Ｇの配置は、図１に示す配置
に限らず、溝１１２Ｇの一部が消毒剤領域１１６内に設けられるような任意の配置であっ
てよい。例えば、溝１１２Ｇの途中に消毒剤領域１１６が設けられていても良い。また、
溝１１２Ｇの構成は、図１、図２、図５に示す構成に限らず、他の種々の構成であってよ
い。例えば、上方から下方に向かって見たときに、溝１１２Ｇの形状が、直線形状とは異
なる他の形状（例えば、Ｌ字状やＳ字状）であってもよい。
【００６０】
変形例４：
　上記実施例において、堰１４０Ｗの構成は、図１、図３、図６に示す構成に限らず、溝
１１２Ｇと流出管４００との間に設けられた種々の構成であってよい。例えば、第２底板
１２０が、第１底板１１０と同じ高さ、または、第１底板１１０よりも低い位置に配置さ
れ、第１底板１１０と第２底板１２０との間を区切る凸状の壁が、堰として採用されても
よい。何れの場合も、移送路の構成は、第１底板１１０から、堰を通り抜けて、流出部（
ここでは、流出管４００）に至る種々の構成であってよい。なお、堰を通り抜ける移送路
は、単位時間当たりの最大可能流量が流出部の最大可能流量と比べて小さくなるように、
構成されていることが好ましい。こうすれば、消毒装置５００に流入する被処理水の量（
単位時間当たりの量）が、流出部における最大可能流量よりも少ない場合においても、堰
の上流側の水位を上昇させることが可能となる（図１１）。この結果、被処理水に溶ける
消毒剤の量が不足する可能性を低減できる。ただし、このような堰を省略することも可能
である。



(13) JP 2012-187512 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

【００６１】
変形例５：
　上記実施例では、第１底板１１０が水平な内底面を形成しているが、第１底板１１０は
、上流側から下流側に向かって下り勾配で傾斜する内底面を形成してもよい。この場合に
は、消毒剤領域１１６は、溝１１２Ｇにおける最も先に被処理水が溢れる位置と重なって
いることが好ましい。こうすれば、溝１１２Ｇから溢れた被処理水を、適切に、消毒剤６
２０と接触させることができる。同様に、移送路１５０が上流側から下流側に向かって下
り勾配で傾斜する内底面を形成していてもよい。一般には、支持領域１１６Ａから流出管
４００の開口へ至る流路が、支持領域１１６Ａと同じ高さの部分と、支持領域１１６Ａよ
りも低い位置に設けられた部分との、一方あるいは両方によって構成されていればよい。
こうすれば、消毒装置５００への被処理水の流入が止まった場合に、支持領域１１６Ａ上
の被処理水が、支持領域１１６Ａに長時間に亘って滞在せずに下流側に流れるので、被処
理水が消毒剤と接触し続けることを抑制できる。
【００６２】
変形例６：
　上記実施例では、蓋５２０（図３）の開口５２６が、薬筒６００の位置を決定している
が、薬筒６００の位置を決める部材は、蓋５２０とは異なる他の部材であってもよい。例
えば、容器５１０または排水処理装置８００（図１４）の壁に固定されたホルダによって
、薬筒６００の位置が決められても良い。
【００６３】
変形例７：
　上記実施例において、上方から見た容器５１０の形状は、矩形に限らず、他の任意の形
状であってよい。また、消毒装置の流路は、上記実施例のような容器５１０に限らず、被
処理水が流れる種々の形状の流路であってよい。
【符号の説明】
【００６４】
　　１００...底板
　　１１０...第１底板
　　１１２...凹部
　　１１２Ｇ...溝
　　１１６...消毒剤領域
　　１２０...第２底板
　　１３０...第３底板
　　１４０...堰板
　　１４０Ａ...隙間
　　１４０Ｌ...第１堰板
　　１４０Ｒ...第２堰板
　　１４０Ｗ...堰
　　１５０...移送路
　　２００...側板
　　２１０...第１側板
　　２２０...第２側板
　　２３０...第３側板
　　２４０...第４側板
　　３００...ソケット
　　３１０...導入開口
　　３１０ｐ...最下位置
　　４００...流出管
　　４１０...開口
　　４３０...流出開口
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　　５００...消毒装置
　　５１０...容器
　　５２０...蓋
　　５２６...開口
　　６００...薬筒
　　６１０...孔
　　６２０...消毒剤
　　８００...排水処理装置
　　８０１...排水処理部
　　８１０...夾雑物除去槽
　　８２０...嫌気濾床槽
　　８３０...好気処理槽
　　８４０...濾過槽
　　８５０...消毒槽
　　８５２...貯留槽
　　８５４...ポンプ

【図１】 【図２】

【図３】



(15) JP 2012-187512 A 2012.10.4

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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